
に取り組んでいます

～鳥取県中部地震からの復興～

生活復興支援
　平成28年10月21日午後２時７分頃、鳥取県中部を震源とする地震により、県内中部地域を中心に多くの
被害が生じました。
　県では、鳥取県中部地震からの復興を推し進めるため、官民が連携した生活復興を支える体制を整え、被
災者一人ひとりに寄り添った支援（災害ケースマネジメント）に取り組んでいます。

鳥取県中部を震源とする地震
鳥取県中部を震源とする地震は、中国地方を中心に関東地方から九州地方にかけ広い範囲で日本列島を揺らしました。

地
震
の
概
要

発 生 日 時　平成28年10月21日（金） 14時07分
震　　　源　鳥取県中部
　　　　　　（北緯35度22.8分、東経133度51.3分）

マグニチュード　6.6（暫定値）
震源の深さ　11km（暫定値）

被
災
の
状
況

人 的 被 害　重傷者８人、軽傷者17人
住 家 被 害　全壊18棟、半壊312棟、
　　　　　　一部破損15,078棟
公共土木施設被害　127箇所（道路・河川など）

（平成30年３月20日12時現在）
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発災後からの支援策の動き

発行：鳥 取 県

年度 月日

H28

10月21日 地震発生

10月24日

●鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会
　鳥取県中部地震を鳥取県被災者住宅再建等支援条例に基づく「自然災害」に指定
　（条例制定後初）
　住宅損害割合10％以上の世帯を本制度の支援対象とすることを決定（上限30万円）
　損害割合10％未満の世帯に「被災者住宅修繕支援金」で支援することを決定

10月25日
●10月補正予算（専決処分）
　被災者住宅再建等総合支援事業実施　
　頑張る企業を応援！特別金融支援事業の創設　等

11月21日 ●鳥取県中部地震復興本部立ち上げ

11月30日 ●11月補正予算
　鳥取県版経営革新総合支援事業（復旧・復興型）創設　等

12月９日 ●中部地震住宅修繕支援センター開所

12月13日
●鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会
　半壊世帯の居宅に代わる住宅の建設・購入を支援対象に追加
　賃貸住宅所有者を支援対象者に追加

3月７日 ●２月補正予算
　住宅修繕促進支援事業（県外職人招致支援）創設　等

H29

4月１日 ●中部地震復興本部事務局開局（中部総合事務所内）
●震災復興活動支援センター開所（パープルタウン　とっとり県民活動活性化センター内）

10月19日
●鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会
　中部地震に係る支援金の申請期限の延長
　中部地震での支援内容を基本とした制度拡充を行う。

1月18日 ●中部地震対策会議　　　
　生活復興支援体制の構築を表明

2月13日 ●鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会
　中部地震に係る支援金の申請期間の延長

3月20日 ●鳥取県中部地震に係る生活復興支援連絡会を立ち上げ

H30

4月１日 ●鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例の一部改正　生活復興支援体制を明文化

10月29日 ●鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会
　被災者住宅再建支援金の申請期間及び完了期間の経過措置の設定

3月８日
●当初予算
　屋根修繕促進支援事業の創設
　震災復興活動特別支援事業の拡充

●震災復興活動支援センター（被災に関する困りごと相談窓口）
・住宅修繕の他、生活に関するお困りごとなど個別の相談
・復興支援ボランティア、防災に関する地域住民活動などの相談
窓口の場所　�倉吉市山根557-１　パープルタウン２階　とっとり県民活動活性化センター内
連　絡　先　0858-26-2954　　 相 談 時 間　午前10時～午後６時（平日のみ）

●被災建物修繕等総合相談窓口　・�建物修繕に関する相談、各種組合を紹介します。
窓口の場所　�鳥取県中部総合事務所�二号館２階　生活環境局　　 連　絡　先　0858-23-3234

●鳥取県中部地震総合支援相談窓口　・お困りごとの相談、お問い合わせ先が分からない場合はこちらへご連絡ください。
窓口の場所　�鳥取県中部総合事務所　本館１階　地域振興局（※個室対応も可能）
連　絡　先　0858-23-3205

中部地震に係る相談窓口


